
JP 6011663 B2 2016.10.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請するための方法であって、
　コントローラ（１２）が、アクシデントに先立つ車両運転状態を複数のデータパケット
にて記憶装置（１４）に記憶させること、
　前記コントローラが、アクシデントを検出すること、
　前記コントローラが、アクシデントの後、無線充電パッド（５２）上で充電されている
スマートフォン（５０）の充電を停止すること、
　前記コントローラが、アクシデントに先立って記憶された前記車両運転状態を前記スマ
ートフォンに送信すること、
　前記コントローラが前記スマートフォンに、前記スマートフォンから緊急機関に前記車
両運転状態を送信することを命じること、及び、
　前記コントローラが前記スマートフォンに、緊急機関とのハンズフリー通話を可能とな
るように、緊急機関に電話をかけることを命じることを含み、
　前記コントローラは、直前に記憶された複数のデータパケットが不完全である場合、前
記車両運転状態を完全に示す、次に最も新しく記憶された複数のデータパケットを送信す
る方法。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記車両運転状態として、次の、車両位置、エアバック状態、横
転状態、及び時間の１つ以上を記憶させる請求項１の方法。
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【請求項３】
　データパケットの１つ１つは、次の、車両位置、エアバック状態、横転状態、及び時間
を含む請求項１の方法。
【請求項４】
　所定の時間間隔に基づく異なる時間における車両運転状態が、それぞれ、複数のデータ
パケットにて記憶される請求項１の方法。
【請求項５】
　新しい複数のデータパケットが集められると、最古に記憶された複数のデータパケット
が削除される請求項４の方法。
【請求項６】
　５回の間近の時間間隔での車両運転状態が、それぞれ、複数のデータパケットにて記憶
される請求項４の方法。
【請求項７】
　前記コントローラは、直前に記憶された複数のデータパケットが完全である場合、直前
に記憶された複数のデータパケットを送信する請求項１の方法。
【請求項８】
　前記コントローラは、近距離無線通信（ＮＦＣ）を使用して、前記スマートフォンに複
数のデータパケットを送信する請求項１の方法。
【請求項９】
　アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請するシステムであって、
　システムの少なくとも一部を制御するように構成されるコントローラ（１２）と、
　アクシデントに先立つ車両運転状態を複数のデータパケットにて記憶するように構成さ
れる記憶装置（１４）と、
　上に置かれたスマートフォン（５０）を無線で充電するように構成される無線充電パッ
ド（５２）と、
　前記コントローラは、アクシデントを検出した後、前記無線充電パッドによる充電を中
止するように構成され、
　アクシデントの前に記憶された前記車両運転状態を前記スマートフォンに送信するよう
に構成される送信器（２０、２２）と、を備え、
　前記コントローラは、アクシデントの後に、緊急機関に前記車両運転状態を送信するよ
うに前記スマートフォンに命じ、緊急機関に電話をかけることを前記スマートフォンに命
じ、及び、緊急機関とのハンズフリー通話を開始するように構成され、
　前記コントローラは、直前に記憶された複数のデータパケットが不完全である場合、前
記車両運転状態を完全に示す、次に最も新しく記憶された複数のデータパケットを前記送
信器により送信するシステム。
【請求項１０】
　データパケットの１つ１つは、次の、車両位置、エアバック状態、横転状態、及び時間
を含む請求項９のシステム。
【請求項１１】
　所定の時間間隔に基づく異なる時間における車両運転状態が、それぞれ、複数のデータ
パケットにて記憶される請求項９のシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、直前に記憶された複数のデータパケットが完全である場合、直前
に記憶された複数のデータパケットを送信する請求項９のシステム。
【請求項１３】
　前記無線充電パッドは、無線充電コイル（２４）と、前記送信器の近距離無線通信（Ｎ
ＦＣ）コイルを包含する請求項９のシステム。
【請求項１４】
　アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請する装置であって、
　コントローラ（１２）と、
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　アクシデントに先立つ車両運転状態を複数のデータパケットにて記憶するように構成さ
れる記憶装置（１４）と、
　上に置かれたスマートフォン（５０）を無線で充電するように構成される無線充電パッ
ド（５２）と、
　前記コントローラは、アクシデントを検出した後、前記無線充電パッドによる充電を中
止するように構成され、
　アクシデントの前に記憶された車両運転状態を前記スマートフォンに送信するように構
成される送信器（２０、２２）と、
　前記コントローラ、前記記憶装置、前記無線充電パッド、及び前記送信器を包含するハ
ウジング（３０）と、を備え、
　前記コントローラは、直前に記憶された複数のデータパケットが不完全である場合、前
記車両運転状態を完全に示す、次に最も新しく記憶された複数のデータパケットを前記送
信器により送信する装置。
【請求項１５】
　前記装置は、車両への事後設置により、前記車両に取り付けられるように構成される請
求項１４の装置。
【請求項１６】
　前記送信器は、近距離無線通信（ＮＦＣ）送信器である請求項１４の装置、
【請求項１７】
　データパケットの１つ１つは、次の、車両位置、エアバック状態、横転状態、及び時間
を含み、
　前記コントローラは、所定の時間間隔に基づく異なる時間における車両運転状態を、そ
れぞれ、複数のデータパケットにて前記記憶装置に記憶させるように構成される請求項１
４の装置。
【請求項１８】
　前記コントローラは、直前に記憶された複数のデータパケットが完全である場合、直前
に記憶された複数のデータパケットを送信する請求項１４の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請する方法、システ
ム、及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　このセクションは、本発明に関連する背景技術の情報を提供するが、それは、必ずしも
公知の技術ではない。
【０００３】
　アクシデントを検出した時に、緊急援助を要請することができる緊急援助システムを装
備した車両が増加しつつある。現在の緊急援助システムは、その使用目的に適したもので
あるが、改良の対象ともなっている。
【発明の概要】
【０００４】
　本発明は、無線充電器によって引き起こされる可能性がある送信干渉を除去する、アク
シデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請する方法、システム、及び装置を提
供することによって、本技術分野における様々なニーズに取り組んだものである。
【０００５】
　このセクションは、本発明の一般的な概要を提供するものであって、その範囲全体また
はその特徴の全てを、包括的に開示するものではない。
【０００６】
　本発明は、アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請する方法を提供す
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る。その方法は、コントローラが、アクシデントに先立つ車両の運転状態を複数のデータ
パケットにて記憶装置に記憶させること、アクシデントを検出すること、アクシデントの
後、無線充電パッド上で充電されているスマートフォンの充電を停止すること、アクシデ
ントの前に記憶された車両の運転状態をスマートフォンに送信すること、スマートフォン
から緊急機関に車両の運転状態を送信するよう命じること、及び、緊急機関とのハンズフ
リー通話を可能とすべく、緊急機関に電話をかけるようにスマートフォンに命じることを
含む。コントローラは、直前に記憶された複数のデータパケットが不完全である場合、車
両運転状態を完全に示す、次に最も新しく記憶された複数のデータパケットを送信する。
【０００７】
　本発明は、さらに、アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請するシス
テムを提供する。そのシステムは、コントローラ、記憶装置、無線充電パッド、及び送信
器を備える。コントローラは、システムの少なくとも一部を制御するように構成される。
記憶装置は、アクシデントに先立つ車両の運転状態を複数のデータパケットにて記憶する
ように構成される。無線充電パッドは、その上に置かれたスマートフォンを無線で充電す
るように構成され、また、コントローラは、アクシデントを検出した後、充電パッドによ
る充電を中止するように構成される。送信器は、アクシデントの前に記憶された車両の運
転状態をスマートフォンに送信するように構成される。コントローラは、アクシデントの
後に、緊急機関に車両の運転状態を送信するようにスマートフォンに命じ、緊急機関に電
話をかけることをスマートフォンに命じ、及び、緊急機関とのハンズフリー通話を開始す
るように構成される。コントローラは、直前に記憶された複数のデータパケットが不完全
である場合、車両運転状態を完全に示す、次に最も新しく記憶された複数のデータパケッ
トを前記送信器により送信する。
【０００８】
　本発明は、アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請する装置も提供す
る。その装置は、コントローラ、記憶装置、無線充電パッド、送信器、及びハウジングを
備える。記憶装置は、アクシデントに先立つ車両の運転状態を複数のデータパケットにて
記憶するように構成される。無線充電パッドは、その上に置かれたスマートフォンを無線
で充電するように構成される。コントローラは、アクシデントを検出した後、充電パッド
による充電を中止するように構成される。送信器は、アクシデントの前に記憶された車両
の運転状態をスマートフォンに送信するように構成される。ハウジングは、コントローラ
、記憶装置、無線充電パッド、及び送信器を包含する。コントローラは、直前に記憶され
た複数のデータパケットが不完全である場合、車両運転状態を完全に示す、次に最も新し
く記憶された複数のデータパケットを前記送信器により送信する。
【０００９】
　更なる適用領域は、本明細書に記載される説明から明らかとなるであろう。この発明の
概要での、説明および特定の例は、単に例示の目的を意図するのみであって、本発明の範
囲を制限することを意図するものではない。
【００１０】
　以下に説明される図面は、単に選択された実施形態の例示目的のためのみであって、全
ての可能な具体化の例を示すものではなく、また本発明の範囲を限定することを意図する
ものではない。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請する、実施形態に係る
システム及び装置の概略図である。
【図２】スマートフォンとともに、アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を
要請する、実施形態に係る装置を示す図である。
【図３】アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請する、実施形態に係る
方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１２】
　対応する参照番号は、図面の全体を通して、対応する部分を指示する。例示の実施形態
が、添付の図面を参照して、より詳しく説明される。
【００１３】
　最初に図１を参照すると、アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請す
る、本発明に係る典型的なシステムが、参照番号１０をもって概略的に示されている。シ
ステム１０は、概して、コントローラ１２を含み、そのコントローラ１２はメモリ１４を
内蔵している。コントローラ１２は、中央処理ユニット（ＣＰＵ）、あるいは、他の任意
の好適な制御装置のような、システム１０を操作するのに適したどのようなコントローラ
であっても良い。メモリ１４は、コントローラ１２に含まれても良いし、あるいは、任意
の好適な方法で、コントローラ１２と通信を行うものであっても良い。メモリ１４は、本
実施形態に説明されるように、車両の運転状態を記憶するための任意の好適なメモリであ
れば良い。
【００１４】
　コントローラ１２は、電源１６によって給電され、その電源は、例えばバッテリのよう
な、任意の好適な電源で良い。コントローラ１２は、コントローラエリアネットワーク（
ＣＡＮ）トランシーバ１８からのＣＡＮバス入力の他、車両の付属品からの入力のような
、各種の入力を受信する。ＣＡＮトランシーバ１８からの入力は、以下の、ＧＰＳ位置の
ような車両位置、エアバックの状態、横転状態、及び他の車両運転状態が測定又は検出さ
れた時間のような時間データなどの、種々の車両の運転状態に関する情報を含む。車両の
運転状態はメモリ１４に記憶される。
【００１５】
　車両運転状態は、例えば、複数のデータパケットのような、任意の好適な手法でメモリ
１４に記憶され得る。複数のデータパケットの各々は、例えば、所定の時間間隔のように
、特定の時に測定または計測された車両運転状態を含む。コントローラ１２の指示で、複
数の、間近に集められたデータパケットがメモリ１４に記録されても良い。記録されるデ
ータパケットの各々は、例えば、異なる時に測定又は計測された、以下の車両運転状態、
つまり、車両位置、エアバック状態、横転状態、及び時間のような、車両運転状態を含む
ことができる。データパケットが集められ記憶される、時間間隔は、任意の好適な時間間
隔であっても良い。例えば、５回の間近に集められたデータパケットのように、任意の好
適な数のデータパケットがメモリ１４に記憶されても良い。新しいデータパケットが集め
られると、最古に記憶されたデータパケットが削除されても良い。
【００１６】
　システム１０は、さらに、送信器２０を備えている。送信器２０は、例えば近距離無線
通信（ＮＦＣ）コイルのような、任意の好適な送信器であっても良い。送信器２０は、デ
ータパケットのような情報を、スマートフォン５０（図２参照）のような適切な携帯端末
に送信するのに適したものである。送信器２０はドライバ２２によって駆動され、そのド
ライバ２２は、送信器２０を駆動するのに適した任意の装置であって良い。典型的には、
ドライバ２２は、送信器２０とコントローラ１２との間にあり、コントローラ１２は、送
信機２０によるデータパケットの送信が可能となるように、送信機２０と通信する。
【００１７】
　システム１０は、さらに、ドライバ２６によって駆動される無線充電コイル２４を有す
る。無線充電コイル２４は、スマートフォン５０を無線により充電するための、任意の好
適なコイル又は装置であっても良い。ドライバ２６はコントローラ１２によって制御され
、そのコントローラ１２は、詳しくは以下に説明されるように、アクシデントが生じた場
合に、無線充電コイル２４を停止状態にする。
【００１８】
　コントローラ１２，メモリ１４、電源１６、ＣＡＮトランシーバ１８、送信器２０、無
線充電コイル２４、及びドライバ２２、２６は、任意の好適なハウジング３０内に一緒に
設けられても良い。例えば図２のハウジング３０のような、概して、アクシデントに巻き
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込まれた車両のための緊急援助を要請するための、本教示に従う装置４０を提供する、任
意の好適なハウジングが使用され得る。このハウジング３０の１つの面に、無線充電パッ
ド５２が設けられている。通常、スマートフォン５０は、無線充電パッド５２上に置かれ
た状態で、無線充電コイル２４により充電される。装置４０は、車両に高度化された緊急
援助能力を備えさせるために、任意の車両に取り付けるのに適した事後設置される装置で
あっても良い。装置４０は、また、新車に取り付けられるように構成されても良い。
【００１９】
　本教示に従う、アクシデントに巻き込まれた車両のための緊急援助を要請する方法が、
全体として、参照番号１１０で示されている。方法１１０は、上述されたシステム１０及
び／又は装置４０、あるいは任意の他の好適はシステム又は装置によって実行され得る。
方法１１０が、代表例を示す目的のためだけに、システム１０及び装置４０に関して、以
下に説明される。
【００２０】
　最初にブロック１１２を参照すると、コントローラ１２は、例えば、車両運転状態の５
回の最新のデータパケットのような、最新のデータパケットを記憶する。上述したように
、車両運転状態は、以下の、車両位置、エアバックの状態、横転状態、及び時間のいずれ
か１つ以上であっても良い。最新のデータパケットが記憶されたときに、より古いデータ
パケットが削除されても良い。
【００２１】
　車両運転状態に基づいて、コントローラ１２は、アクシデントを検出するように構成さ
れている。例えば、エアバッグ状態が、エアバックが展開されたことを示す場合、あるい
は、横転状態が、車両が横転したことを示す場合、コントローラ１２は、アクシデントに
付随するものとして、それらの状態を解釈し、ブロック１１４においてアクシデント状態
を検出する。ブロック１１４でアクシデントが検出された後、コントローラ１２は、ブロ
ック１１６にて、無線充電パッド５２上で無線充電コイル２４によって充電される任意の
スマートフォン５０の充電を停止する。無線充電コイル２４を停止させることにより、無
線充電コイル２４と送信器２０との間の干渉の可能性を排除することができる。
【００２２】
　ブロック１１８において、コントローラ１２は、送信器２０を介し、スマートフォン５
０に対して、車両運転状態の最新のデータパケットを送信する。もし、コントローラ１２
が、直前に記憶されたデータパケットが不完全であると判定したならば、コントローラ１
２は、最新のデータパケットを送信しない。その代わり、コントローラ１２は、アクシデ
ントの前の車両運転状態に関する完全なデータを持つ、次に最も新しく記憶されたデータ
パケットを送信する。
【００２３】
　ブロック１２０において、コントローラ１２は、送信器２０を用いて送信される信号に
より、スマートフォン５０に、最新かつ完全な車両運転状態を含むデータパケットを緊急
機関に送信するように命じる。これにより、緊急機関は、情報が集められ及び／又は測定
された、車両の位置、エアバック状態、横転状態、及び時間を利用できるようになる。そ
して、緊急機関は、緊急援助を適切に派遣することができる。
【００２４】
　ブロック１２２において、コントローラ１２は、送信器２０により、緊急機関に電話を
かけるようにスマートフォン５０に命じる。これにより、乗員は、緊急機関と連絡を取る
ことが可能となる。さらに、コントローラ１２は、スマートフォン５０にスピーカーフォ
ンを動作させるよう命じることにより、あるいは、任意の適切な方法で、スマートフォン
５０と通信する車両のハンズフリー電話システムを動作させることによって、ハンズフリ
ー通話を可能にする。
【００２５】
　このように、本教示は、アクシデントの検出後、無線充電コイル２４を停止させること
によって、無線充電コイル２４と送信器２０との間の干渉の可能性を排除する。それによ
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り、無線充電コイル２４からの干渉の可能性なしで、最終的な緊急機関への送信のために
、スマートフォン５０への妨害のない車両運転状態の送信が可能となる。
【００２６】
　本開示が完全なものとされ、またその範囲を当業者に十分に伝えるように、例示的実施
形態が説明される。そして、具体的構成部品、装置、および方法の例などの、多数の具体
的な詳細は、本開示の実施形態の完全な理解を提供するために説明される。しかし、具体
的な詳細が利用される必要はなく、例示的実施形態は多くの異なる形で具現化されてもよ
く、いずれも本開示の範囲を限定すると解釈されるべきではないことが、当業者には明ら
かであろう。いくつかの例示的実施形態において、公知のプロセス、公知の装置構造、及
び公知の技術は、詳細には説明されない。
【００２７】
　本明細書で使用される用語は、単に特定の例示的実施形態を説明する目的のためのもの
であって、限定することを意図するものではない。本明細書で使用する場合、単数形「１
つの（ａ）」、「１つの（ａｎ）」および「その（ｔｈｅ）」は、文脈上明らかに単数形
であることが示されない限り、複数形も同様に含むことを意図する場合がある。用語「備
える（ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ）」、「備えて（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」「含む（ｉｎｃｌ
ｕｄｉｎｇ）」および「有する（ｈａｖｉｎｇ）」は、包括的であり、それ故、記載され
る特徴、整数、工程、動作、要素、および／または構成要素の存在を指定するが、１つ以
上の他の特徴、整数、工程、動作、要素、構成要素、および／またはそれらの群の存在あ
るいは追加を排除しない。本明細書に記載される方法工程、プロセス、および動作は、実
行の順序として具体的に特定されない限り、記載または説明される特定の順序でのそれら
の実行を必然的に要求するものとして解釈するべきではない。追加的または代替的な工程
が採用されてもよいことも理解されるべきである。
【００２８】
　ある要素または層が、別の要素または層「の上に（ｏｎ）」あるか、別の要素または層
「に係合（ｅｎｇａｇｅｄ　ｔｏ）」するか、別の要素または層「に接続（ｃｏｎｎｅｃ
ｔｅｄ　ｔｏ）」するか、もしくは別の要素または層「に結合（ｃｏｕｐｌｅｄ　ｔｏ）
」するとして言及される場合、それは、他の要素または層の直接上にあるか、他の要素ま
たは層に直接係合するか、他の要素または層に直接接続するか、もしくは他の要素または
層に直接結合する場合があり、あるいは介在する要素または層が存在する場合がある。対
照的に、要素が、別の要素または層「の直接上に（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｏｎ）」あるか、
別の要素または層「に直接係合（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｅｎｇａｇｅｄ　ｔｏ）」するか、
別の要素または層「に直接接続（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　ｔｏ）」する
か、もしくは別の要素または層「に直接結合（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｃｏｕｐｌｅｄ　ｔｏ
）」するとして言及される場合、介在する要素または層は存在しない場合がある。要素間
の関係を説明するために使用される他の語は、同様の方式で解釈されるべきである（例え
ば、「～間で（ｂｅｔｗｅｅｎ）」に対する「直接～間で（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｂｅｔｗ
ｅｅｎ）」、「隣接して（ａｄｊａｃｅｎｔ）」に対する「直接隣接して（ｄｉｒｅｃｔ
ｌｙ　ａｄｊａｃｅｎｔ）」など）。本明細書で使用する場合、用語「および／または」
は、関連して列挙される１つ以上の項目の、任意の組み合わせ、および全ての組み合わせ
を含む。
【００２９】
　本明細書において、第１、第２、第３などの用語が、様々な要素、構成要素、領域、層
、および／または区域を説明するために使用される場合があるが、これらの要素、構成要
素、領域、層、および／または区域は、それらの用語によって限定されるべきではない。
これらの用語は、単に、１つの要素、構成要素、領域、層、または区域を、別の領域、層
、または区域から区別するためにのみ使用される場合がある。「第１」、「第２」などの
用語、および他の数値的用語は、本明細書で使用する場合、文脈上明らかな指定がない限
り、配列または順序を示唆するものではない。したがって、説明される第１の要素、構成
要素、領域、層、または区域は、例示的な実施形態の教示から逸脱することなく、第２の
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【００３０】
　「内側（ｉｎｎｅｒ）」、「外側（ｏｕｔｅｒ）」、「下（ｂｅｎｅａｔｈ）」、「下
方（ｂｅｌｏｗ）」、「底部（ｌｏｗｅｒ）」、「上方（ａｂｏｖｅ）」、「上部（ｕｐ
ｐｅｒ）」などのような、空間的に相対的な用語が、図に示されるような、１つの要素ま
たは特徴部の、別の要素または特徴部に対する関係性を説明する、説明の容易性のために
、本明細書で使用される場合がある。空間的に相対的な用語は、図に示される配向に加え
て、使用時または動作時の装置の、種々の配向を包含することを意図する場合がある。例
えば、図中の装置が反転された場合には、他の要素または特徴部の「下方」もしくは「下
」として説明される要素は、他の要素または特徴部の「上方」に配向されることになる。
それゆえ、例示的用語「下方」は、上方および下方の双方の配向を包含する可能性がある
。装置は、他の方式で配向（９０度または他の配向で回転）されてもよく、本明細書で使
用される空間的に相対的な記述語は、適宜に解釈される。
【００３１】
　上述の実施形態の説明は、例示および説明の目的のために提供されている。上述の説明
は、本開示を網羅することも、限定することも意図するものではない。特定の実施形態の
個別の要素または特徴は、一般に、その特定の実施形態に限定されることなく、具体的に
図示または説明されない場合であっても、該当する場合、交換可能であり、選択された実
施形態で使用することができる。同上のものはまた、多くの方法で変更されてもよい。そ
のような変更は、本開示からの逸脱として見なすべきではなく、全てのそのような修正は
、本開示の範囲内に含まれることが意図される。
【符号の説明】
【００３２】
１０　緊急援助要請システム
１２　コントローラ
１４　メモリ
３０　ハウジング
５０　スマートフォン
５２　無線充電パッド
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